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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関によって発電機を動作させることができ、かつ、少なくとも電動機を断続運転
させて走行する断続運転走行モードを有する車両の制御装置であって、
　前記電動機へ電力を供給可能且つ前記発電機の回生電力により充電可能な蓄電手段と、
　前記電動機が断続運転中である場合であって、車両停止予測手段により車両の停車が予
測され、かつ、前記蓄電手段の蓄電状態に対応する状態量が、前記内燃機関を強制的に始
動させて充電を行う必要がある値よりも高い所定値以下である場合に、前記断続運転走行
モードを中止することで、前記発電機の回生による前記蓄電手段の充電を可能にする制御
手段と、
を有することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記車両停止予測手段は、車速が所定速度以下である場合に、前記車両が停車すると予
測する請求項１に記載の車両の制御装置。
【請求項３】
　前記車両の走行中または走行予定の道路の状況を示す情報を取得する道路状況取得手段
をさらに備え、
　前記制御手段は、前記道路の状況を示す情報に基づき、前記所定値を変更する請求項１
または２に記載の車両の制御装置。
【請求項４】
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　前記制御手段は、前記道路の状況を示す情報に基づき前記車両の減速が予測される場合
に、前記断続運転走行モードを中止する請求項２または３に記載の車両の制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記道路の状況を示す情報に基づき、前記車両が停止することが予測
される地点を認識し、当該地点で停車するための減速時に生成されることが予測される回
生電力に応じて前記所定値を下げる請求項３または４に記載の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行を制御する車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、慣性走行を利用することにより燃費の向上を図る技術が知られている。例え
ば、特許文献１には、モータを最高効率モータトルクで制駆動させて車両を走行させる第
１期間と、モータを制駆動させずに車両を惰行させる第２期間と、が交互に繰り返される
ように、モータをパルス状に制駆動する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１１００８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した特許文献１に記載のようにモータを断続運転させる走行モードでは、運転者に
よる急ブレーキが発生した場合に、油圧ブレーキで減速を行うために回生が行われない。
従って、断続運転時にバッテリの充電残量が低い場合、運転者が急ブレーキをかけたとき
でも回生が行われず、結果として停車後にエンジンを始動させてバッテリの充電残量回復
のための運転を実施することになり、燃費が悪化する場合があった。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題には上記のようなものが一例として挙げられる。本発明
は、断続運転走行モードの実施を制限することで、燃費悪化を好適に抑制することが可能
な車両の制御装置を提供することを主な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの観点では、内燃機関によって発電機を動作させることができ、かつ、少
なくとも電動機を断続運転させて走行する断続運転走行モードを有する車両の制御装置で
あって、前記電動機へ電力を供給可能且つ前記発電機の回生電力により充電可能な蓄電手
段と、前記電動機が断続運転中である場合であって、車両停止予測手段により車両の停車
が予測され、かつ、前記蓄電手段の蓄電状態に対応する状態量が、前記内燃機関を強制的
に始動させて充電を行う必要がある値よりも高い所定値以下である場合に、前記断続運転
走行モードを中止することで、前記発電機の回生による前記蓄電手段の充電を可能にする
制御手段と、を有する。
【０００７】
　上記の車両の制御装置は、内燃機関によって発電機を動作させ、かつ、電動機の断続運
転を実行可能な車両に好適に適用される。ここで、「断続運転」とは、電動機を制駆動さ
せて車両を走行させる第１期間と、電動機を制駆動させずに車両を惰行させる第２期間と
を交互に繰り返すように電動機をパルス状に制駆動する運転を指す。なお、第１期間では
、電動機に加えて内燃機関を制駆動させて車両を走行させてもよい。車両の制御装置は、
蓄電手段と、制御手段とを有する。蓄電手段は、電動機へ電力を供給可能且つ発電機の回
生電力により充電可能である。そして、制御手段は、電動機が断続運転中である場合であ
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って、車両停止予測手段により車両の停車が予測され、かつ、蓄電手段の蓄電状態に対応
する状態量が所定値以下である場合に、前記断続運転走行モードを中止する。
【０００８】
　一般に、電動機を断続運転させる断続運転走行モードでは、運転者による急ブレーキが
発生した場合に、油圧ブレーキで減速を行うため、充電のための回生電力を発生すること
ができない。従って、車両の制御装置は、停車する可能性を認識すると共に、蓄電手段の
蓄電状態に対応する状態量に基づき充電の必要性を認識し、停車の可能性が高く、かつ、
充電の必要性がある場合に、断続運転走行モードを中止する。これにより、車両の制御装
置は、停車後に発電のために内燃機関を動作させるのを防ぎ、燃費を向上させることがで
きる。即ち、断続運転を中止し、通常の走行モードに切り替えることで、車両停止が予測
される場合に、回生制動を行うことで停車時に内燃機関が始動することを防止し、燃費向
上の効果を達成することが可能である。言い換えると、車両の制御装置は、車両の停止が
予測されない場合に、断続運転走行モードを不要に中止するのを防ぎ、断続運転走行モー
ドを実行する期間を拡大し、燃費を向上させることができる。
【０００９】
　上記車両の制御装置の一態様では、前記車両停止予測手段は、車速が所定速度以下であ
る場合に、前記車両が停車すると予測する。この態様により、車両の制御装置は、車両の
停車を好適に予測することができる。
【００１０】
　上記車両の制御装置の他の一態様では、前記車両の走行中または走行予定の道路の状況
を示す情報を取得する道路状況取得手段をさらに備え、前記制御手段は、前記道路の状況
を示す情報に基づき、前記所定値を変更する。この態様により、車両の制御装置は、車両
の走行中または走行予定の道路の状況に応じて、断続運転走行モードを制限する条件を緩
和し、実質的に断続運転走行モードの実行機会を増やすことで、燃費を向上させることが
できる。
【００１１】
　上記車両の制御装置の他の一態様では、前記制御手段は、前記道路の状況を示す情報に
基づき、前記車両が停止又は減速することが予測される地点を認識し、当該地点での通過
時に生成されることが予測される回生電力に応じて前記所定値を下げる。この態様により
、車両の制御装置は、停車後の始動時に充電のための内燃機関の負荷運転を防ぎつつ、断
続運転走行モードの実行期間を好適に拡大することができる。
【００１２】
　上記車両の制御装置の他の一態様では、前記制御手段は、前記車両の走行中または走行
予定の道路の状況を示す情報に基づき前記車両の停止又は減速が予測される場合に、前記
断続運転走行モードを中止する。この態様により、車両の制御装置は、減速時の充電を好
適に実行することができ、断続運転走行モードを制限する条件を好適に緩和することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】車両の制御装置が適用された第１実施形態に係るハイブリッド車両の概略構成図
を示す。
【図２】第１実施形態においてＥＣＵが実行するフローチャートの一例である。
【図３】第２実施形態に係るハイブリッド車両の概略構成図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００１５】
　＜第１実施形態＞
　まず、第１実施形態について説明する。
【００１６】
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　［全体構成］
　図１は、第１実施形態に係る車両の制御装置が適用されたハイブリッド車両１００の概
略構成図を示す。なお、図１中の破線矢印は、信号の入出力を示している。
【００１７】
　ハイブリッド車両１００は、主に、エンジン（内燃機関）１と、車軸２０と、駆動輪３
０と、第１のモータジェネレータＭＧ１と、第２のモータジェネレータＭＧ２と、動力分
割機構４０と、インバータ５０と、バッテリ６０と、ＥＣＵ（Electronic Control Unit
）７０と、を備える。
【００１８】
　車軸２０は、エンジン１及び第２のモータジェネレータＭＧ２の動力を車輪３０に伝達
する動力伝達系の一部である。車輪３０は、ハイブリッド車両１００の車輪であり、説明
の簡略化のため、図１では特に左右前輪のみが表示されている。エンジン１は、例えばガ
ソリンエンジンで構成され、ハイブリッド車両１００の主たる推進力を出力する動力源と
して機能する。エンジン１は、ＥＣＵ７０によって種々の制御が行われる。
【００１９】
　第１のモータジェネレータＭＧ１は、主としてバッテリ６０を充電するための発電機、
或いは第２のモータジェネレータＭＧ２に電力を供給するための発電機として機能するよ
うに構成されており、エンジン１の出力により発電を行う。
【００２０】
　第２のモータジェネレータＭＧ２は、主としてエンジン１の出力をアシスト（補助）す
る電動機として機能するように構成されている。また、第２のモータジェネレータＭＧ２
は、エンジンブレーキ時やフットブレーキによる制動時に回生ブレーキとして機能し、回
生運転を行うことで発電する。
【００２１】
　これらのモータジェネレータＭＧ１、ＭＧ２は、例えば同期電動発電機として構成され
、外周面に複数個の永久磁石を有するロータと、回転磁界を形成する三相コイルが巻回さ
れたステータとを備える。
【００２２】
　動力分割機構４０は、サンギヤやリングギヤなどを有して構成されるプラネタリギヤ（
遊星歯車機構）に相当し、エンジン１の出力を第１のモータジェネレータＭＧ１及び車軸
２０へ分配することが可能に構成されている。
【００２３】
　インバータ５０は、バッテリ６０と第１のモータジェネレータＭＧ１との間の電力の入
出力を制御すると共に、バッテリ６０と第２のモータジェネレータＭＧ２との間の電力の
入出力を制御する直流交流変換機である。例えば、インバータ５０は、第１のモータジェ
ネレータＭＧ１によって発電された交流電力を直流電力に変換してバッテリ６０に供給し
たり、バッテリ６０から取り出した直流電力を交流電力に変換して第２のモータジェネレ
ータＭＧ２に供給したりする。
【００２４】
　バッテリ６０は、第１のモータジェネレータＭＧ１及び／又は第２のモータジェネレー
タＭＧ２を駆動するための電源として機能することが可能に構成されると共に、第１のモ
ータジェネレータＭＧ１及び／又は第２のモータジェネレータＭＧ２が発電した電力を充
電可能に構成された蓄電池である。バッテリ６０は、本発明における「蓄電手段」の一例
である。
【００２５】
　なお、以下では、第１のモータジェネレータＭＧ１及び第２のモータジェネレータＭＧ
２のことを単に「モータジェネレータＭＧ」と表記することがある。
【００２６】
　ＥＣＵ７０は、図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
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ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを備え、ハイブリッド車両１００内の各構成要素に対して種々
の制御を行う。１つの例では、ＥＣＵ７０は、ハイブリッドＥＣＵ、エンジンＥＣＵ、及
びモータＥＣＵを具備して構成されている。ＥＣＵ７０は、アクセル開度センサ２０１が
検出したアクセル開度、車速センサ２０２が検出した車速、バッテリ６０の充電量（ＳＯ
Ｃ：Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）などに基づいて、種々の制御を行う。
【００２７】
　ＥＣＵ７０は、エンジン１及びモータジェネレータＭＧ（詳しくは第２のモータジェネ
レータＭＧ２、以下同様。）に対する制御を行うことで、後述する断続運転走行モードと
、アクセル開度に追従した駆動力を出力させる通常の走行モードとを切り替えて実行する
。
【００２８】
　ここで、断続運転走行モードについて説明する。断続運転走行モードでは、ＥＣＵ７０
は、エンジン１及びモータジェネレータＭＧを断続的に運転させることで、つまりエンジ
ン１及びモータジェネレータＭＧの運転及び停止を周期的に切り替えることで、所定の上
限車速と下限車速との間で車両の加減速を繰り返し行う。例えば、断続運転走行モードで
は、ＥＣＵ７０は、エンジン１及びモータジェネレータＭＧを停止させることで車速が下
限車速にまで低下したら、エンジン１及びモータジェネレータＭＧを運転させ、その後に
車速が上限車速にまで上昇したら、エンジン１及びモータジェネレータＭＧを停止させる
、といった制御を繰り返し行う。こうすることで、燃費の向上などを図っている。
【００２９】
　そして、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを、ドライバの要求パワーに相当するアク
セル開度に応じて実行する。例えば、ＥＣＵ７０は、アクセル開度センサ２０１が検出し
たアクセル開度が所定時間一定となった場合に断続運転走行モードを実行する。他の例で
は、所定時間におけるアクセル開度の変動が所定範囲内に収まっている場合（例えば緩や
かに加速している際や緩やかに減速している際）に、断続運転実施判定を開始する。そし
て、ＥＣＵ７０は、本発明における「制御手段」として機能する。
【００３０】
　［断続運転走行モードの実行制限］
　第１実施形態では、ＥＣＵ７０は、車速に基づき停車する可能性が高いと判断した場合
に、ＳＯＣに応じて断続運転走行モードの実行を制限する。具体的には、ＥＣＵ７０は、
ＳＯＣが所定値（「所定値Ｓｔｈ」とも呼ぶ。）以下であって、かつ、車速が所定速度（
「所定速度Ｖｔｈ」とも呼ぶ。）以下である場合に、断続運転走行モードを禁止する。上
述の所定値Ｓｔｈは、バッテリ６０の充電を行う必要性の有無を勘案し、例えば実験等に
基づき定められる。また、上述の所定速度Ｖｔｈは、例えば、停車する可能性が高いと判
断される車速に実験等に基づき設定される。
【００３１】
　第１実施形態の処理の効果について補足説明する。一般に、車両の減速時に断続運転走
行モードを実行中の場合、モータジェネレータＭＧによる回生が実行されずに、油圧ブレ
ーキによりブレーキペダルへの操作量に応じた減速が行われる。従って、バッテリ６０の
充電が必要な場合に断続運転走行モードを行った場合、停車直前の減速時などの回生電力
を多く発生することが可能な走行時にバッテリ６０の充電機会を逸してしまう。この場合
、バッテリ６０を充電するために停車後にエンジン１を強制的に始動させる必要が生じ、
結果として燃費が悪化する可能性がある。
【００３２】
　以上を勘案し、ＥＣＵ７０は、ＳＯＣが所定値Ｓｔｈ以下の場合、断続運転走行モード
を禁止し、アクセル開度に追従した駆動力を出力させる通常の走行モードを実行する。こ
れにより、停車のための減速時に回生電力を生成できないことに起因したＳＯＣ低下によ
る燃費悪化を防ぐことができる。さらに、ＥＣＵ７０は、ＳＯＣが所定値Ｓｔｈ以下の場
合であっても、車速が所定速度Ｖｔｈよりも高い場合には、断続運転走行モードを禁止し
ない。これにより、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを禁止する期間を好適に限定し、
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断続運転走行モードを実行する期間を拡大させて燃費を向上させることができる。
【００３３】
　図２は、第１実施形態においてＥＣＵ７０が実行するフローチャートの一例である。な
お、図２では、一例として、ＥＣＵ７０は、所定値Ｓｔｈを４５％に設定し、かつ、所定
速度Ｖｔｈを３０ｋｍ／ｈに設定したものとする。また、図２のフローチャートの開始時
では、ＥＣＵ７０は、アクセル開度等に基づき、断続運転走行モード又はアクセル開度に
追従した駆動力を出力させる通常の走行モードとのいずれかを実行中であるものとする。
【００３４】
　まず、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードの実行中であるか否か判定する（ステップＳ
１１）。そして、断続運転走行モードの実行中の場合（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、ＥＣ
Ｕ７０は、ステップＳ１２の処理を実行する。一方、断続運転走行モードの実行中でない
場合（ステップＳ１１；Ｎｏ）、ＥＣＵ７０は、フローチャートの処理を終了する。
【００３５】
　次に、ＥＣＵ７０は、車速センサ２０２の出力に基づき車速が３０ｋｍ／ｈ以下である
か否か判定する（ステップＳ１２）。そして、車速が３０ｋｍ／ｈより大きい場合（ステ
ップＳ１２；Ｎｏ）、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを継続する（ステップＳ１４）
。このように、ＥＣＵ７０は、車速が比較的高く、車両が停車する可能性が低い場合に、
断続運転走行モードを継続することで、燃費を向上させることができる。
【００３６】
　一方、車速が３０ｋｍ／ｈ以下である場合（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、ＥＣＵ７０は
、さらに、ＳＯＣが４５％より大きいか否か判定する（ステップＳ１３）。そして、ＳＯ
Ｃが４５％よりも大きい場合（ステップＳ１３；Ｙｅｓ）、ＥＣＵ７０は、断続運転走行
モードを継続して実行する（ステップＳ１４）。
【００３７】
　そして、車速が３０ｋｍ／ｈ以上であって、かつ、ＳＯＣが４５％以下の場合（ステッ
プＳ１３；Ｎｏ）、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを禁止する（ステップＳ１５）。
即ち、この場合、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを中止し、アクセル開度に追従した
駆動力を出力させる通常の走行を行う。このように、ＥＣＵ７０は、車両が停車する可能
性がある速度まで車速が下がり、かつ、バッテリ６０の充電の必要性が高くなった場合に
、断続運転走行モードを禁止し、停車のための減速時にモータジェネレータＭＧにより回
生電力を発生できるようにする。これにより、ＥＣＵ７０は、ＳＯＣの減少による燃費悪
化を抑制することができる。
【００３８】
　なお、ＥＣＵ７０は、ステップＳ１５で断続運転走行モードを禁止した場合であっても
、ＳＯＣが再び４５％より大きくなるか車速が３０ｋｍ／ｈより大きくなった場合、断続
運転走行モードの禁止を解除するとよい。
【００３９】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態では、ＥＣＵ７０は、第１又は第２実施形態での制御に加え、車両が走行
中又は走行予定の道路の状況に基づき、ＳＯＣの閾値である所定値Ｓｔｈを変更する。こ
れにより、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを実行する期間を拡大し、燃費を向上させ
る。
【００４０】
　図３は、第２実施形態におけるハイブリッド車両１００Ａの概略構成図を示す。図３に
示すように、ハイブリッド車両１００Ａは、ナビゲーション装置２０３を有する点で、第
１実施形態に係るハイブリッド車両１００と異なる。その他、第１実施形態と同様の部分
については、適宜同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００４１】
　ナビゲーション装置２０３は、全地球測位システム（ＧＰＳ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や車速パルス、ジャイロなどの自律航法装置を利用して
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、車両の運行時に運転者に対して、ディスプレイ画面上に現在位置や目的地への走行経路
案内を行なう装置である。そして、ナビゲーション装置２０３は、車両が走行中又は走行
予定の経路上での停車することが予想される地点（「停止予想地点」とも呼ぶ。）を認識
し、当該地点までの距離等の情報を示す信号をＥＣＵ７０へ供給する。上述の停止予想地
点とは、例えば一時停止すべき地点、渋滞の最後尾の地点、その他停車が必要となること
が予想される地点を指す。
【００４２】
　そして、ＥＣＵ７０は、ナビゲーション装置２０３から供給された情報に基づき、停止
予想地点から所定距離以内であると判断した場合、断続運転走行モードを禁止し、アクセ
ル開度に追従した駆動力を出力させる通常の走行モードを実行する。上述の所定距離は、
停止予想地点で停止するのに必要な減速を行う距離であり、例えば車速等に応じて設定さ
れる変動値であってもよく、予め定められた固定値であってもよい。これにより、ＥＣＵ
７０は、運転者による急ブレーキ以外の停止のための減速時に、モータジェネレータＭＧ
による回生を確実に実行することができる。
【００４３】
　さらに、ＥＣＵ７０は、次に通過する停止予想地点での回生制御により増加するＳＯＣ
の割合を推定し、当該割合分だけＳＯＣの閾値である所定値Ｓｔｈを下げる。例えば、図
２のフローチャートの例において、ＥＣＵ７０は、次に通過する停止予想地点で増加する
ＳＯＣの割合が５％と推定した場合には、ステップＳ１２で用いる所定値Ｓｔｈを、「４
５％」から５％だけ低い「４０％」に設定する。そして、ＥＣＵ７０は、ＳＯＣが４０％
以下になった場合又は停止予想地点に所定距離以内に近づいた場合に、断続運転走行モー
ドを禁止し、停止予想地点で停車するための減速時にモータジェネレータＭＧによる回生
を行う。このようにすることで、ＥＣＵ７０は、断続運転走行モードを禁止する期間をな
るべく少なくし、燃費を向上させることができる。
【００４４】
　なお、ＥＣＵ７０は、ナビゲーション装置２０３に代えて、高度道路交通システム（Ｉ
ＴＳ：Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）から走行中又は
走行予定の道路の状況を取得し、停止予想地点等を認識してもよい。
【００４５】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態では、ＥＣＵ７０は、車速に代えて、又はこれに加えて、他の条件により
車両の停止を予測し、車両停止が予測された場合に、ＳＯＣに応じて断続運転走行モード
の実行を制限する。
【００４６】
　上述の他の条件として、例えば、ＥＣＵ７０は、ブレーキペダルポジションセンサによ
り検知されるブレーキブレーキの踏込量、車速の減速勾配、タービン翼車のタービン回転
速度の減速勾配、又は／及び、駆動輪３０の制動を制御するブレーキコントロール圧（ま
たはブレーキコントロール圧の変化率）に基づき車両停止を予測する。このとき、ＥＣＵ
７０は、ブレーキブレーキの踏込量が所定量以上の場合、車速の減速勾配が所定値以上の
場合、タービン翼車のタービン回転速度の減速勾配が所定値以上の場合、又は／及び、駆
動輪３０の制動を制御するブレーキコントロール圧等が所定値以上の場合に、車両が停止
すると推測し、さらに、ＳＯＣが所定値Ｓｔｈ以下の場合に、断続運転走行モードを禁止
する。なお、車両の停止予測方法については、例えば、特開２００９－１０８７２８号公
報や、特開２００９－２６４４８１号公報などに記載されている。そして、第３実施形態
では、ＥＣＵ７０は、「車両停止予測手段」として機能する。
【００４７】
　［変形例］
　ＥＣＵ７０は、ＳＯＣが所定値Ｓｔｈ以下の場合、車速に関わらず、断続運転走行モー
ドを禁止し、アクセル開度に追従した駆動力を出力させる通常の走行モードを実行しても
よい。これによっても、ＥＣＵ７０は、停車のための減速時に回生電力を生成できないこ
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とに起因したＳＯＣ低下による燃費悪化を防ぐことができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　エンジン
　４０　動力分割機構
　５０　インバータ
　６０　バッテリ
　７０　ＥＣＵ
　１００　ハイブリッド車両
　２０１　アクセル開度センサ
　２０２　車速センサ
　２０３　ナビゲーション装置
　ＭＧ１　第１のモータジェネレータ
　ＭＧ２　第２のモータジェネレータ

【図１】 【図２】
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